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「待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策について」の対応方針について 

 

 

 平成 25 年４月に策定した「待機児童解消加速化プラン」については、女性の就業が更に
進むことを念頭に、待機児童解消を確実なものとするため、保育の受け皿拡大量を 40 万人
から 50 万人に上積みして、同プランに基づき保育の受け皿拡大を進めていただいていると
ころである。 
一方、子ども・子育て支援新制度が施行され、保育の申込者数が急増している中、待機児

童数については５年ぶりに増加しており、待機児童解消までの緊急的な取組として、平成
28 年３月 28 日に「待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策について」（以下「緊急対
策」という。）を公表したところである。 

今般取りまとめた緊急対策については、 

Ⅰ 子ども・子育て支援新制度施行後の実態把握と緊急対策体制の強化 

Ⅱ 規制の弾力化・人材確保等 

Ⅲ 受け皿確保のための施設整備促進 

Ⅳ 既存事業の拡充・強化 

Ⅴ 企業主導型保育事業の積極的展開 

の５本の柱を中心に、現在、保育所等に預けたくても保育の受け皿がなく入所できない等、

やむを得ず待機児童となってしまった方々への緊急的な対策であり、保育の実施主体である

市区町村と連携を密にして取り組みたいと考えていることから、今後の緊急対策の対応方針

について下記のとおり通知する。 

このため、貴職におかれては、緊急対策の重要性についてご了知の上、管内の市区町村長

に対して速やかに周知いただくとともに、必要に応じて市区町村が積極的かつ早急に緊急対

策を講じられるよう支援していただくなど、特段の配慮をお願いしたい。 

なお、緊急対策による各自治体の取組の状況については、あらためて把握させていただく

こととしているので、留意願いたい。 

また、本通知の取扱いについて、待機児童の状況等を踏まえ、必要に応じ見直しを行うこ

ととする。 

 



 

記 

 

待機児童解消に向けて緊急的に対応する取組（以下「緊急対策」という。）については、 

・ 平成 27 年４月１日現在の待機児童数が 50 人以上いる 114 の自治体 

・ 平成 27 年度の受け皿拡大に積極的に取り組んでいる（受け皿拡大量の計画が 150 人以

上拡大している）196 の自治体 

から重複を排除した別表の 227 の自治体を対象としているが、例えば就学前児童数に対して

待機児童数の割合が高い自治体など、上記 227 以外の自治体であって、積極的に待機児童解

消に向けて取り組むことを希望する自治体も対象としているので、当該対象自治体において

は、緊急対策に掲げるメニュー等により、待機児童解消に向けて積極的に取り組んでいただ

きたい。 

自ら緊急対策の取組を希望する自治体については、都道府県において管内市区町村の希望

状況を取りまとめの上、平成 28 年４月 27 日（水）までに、厚生労働省雇用均等・児童家庭

局保育課予算係に登録を行うこと。 

 

Ⅰ 子ども・子育て支援新制度施行後の実態把握の強化 

 

 １．厚生労働大臣と市区町長との緊急対策会議等 

国・市区町村が一体となって待機児童解消に向けた積極的な取組を推進するため、平

成 28 年４月中に以下の会議を開催予定であり、今後、日程調整の上、開催案内等につ

いては追ってお示しする。 

・厚生労働大臣と、平成 27 年４月１日現在の待機児童が 100 人以上いる市区町長との 

緊急対策会議 

・待機児童対策緊急部局長会議 

 

２．自治体からの優良事例・課題・要望等の受付 

平成 28 年４月４日時点で、41 市区町村から報告いただいている。他市区町村に参考

となる事例については、改めて整理してフィードバックを行う予定である。 

また、今後の待機児童対策を考える上で参考とさせていただくので、引き続き積極的

な報告いただきたい。 

 

３．厚生労働省ホームページによる保育に関する国民からのご意見等の募集 

平成 28 年３月 22 日から実施している、厚生労働省ホームページによる保育に関する

国民からのご意見等の募集結果については、市区町村における施策展開にも活用いただ

けるよう、適時に途中経過の報告を行う予定である。 

 

４．「保活」の実態を調査 

厚生労働省ホームページの特設ページにおいて、平成 28 年４月からの入所に向けて



 

いわゆる「保活」を行った保護者を対象に、４月上旬から調査を開始することとした。

本調査については、６月頃を目途にとりまとめる予定であるが、４月中に中間報告とし

てとりまとめる予定である。 

 

５．保育コンシェルジュの設置促進 

   子ども・子育て支援交付金のメニューの１つである「利用者支援事業」を活用するこ

とにより、保育コンシェルジュの設置促進を図っていただきたい。 

 保育コンシェルジュの事業を実施するに当たっては、 

・４月以降も継続した丁寧な相談を行い、多様なサービスにつなげること 

・申請前段階からの相談支援や、夜間・休日などの時間外相談を実施するなど、利用者

の視点に立った機能強化を推進すること 

・小規模保育事業等の卒園児の、保育所、幼稚園、認定こども園への円滑な入所等のた

めの利用調整を推進すること 

に留意いただきたい。 

なお、夜間・休日などの時間外相談については、子ども・子育て支援交付金上の基準

額に、「夜間・休日加算」を新たに追加することとし、現行の基準額に（１か所当たり

年額）1,873 千円加算する予定である。 

「基本型」 

現行基準額 7,066 千円 → 改正後基準額 8,939 千円 

「特定型」 

現行基準額 2,722 千円 → 改正後基準額 4,595 千円 

 

Ⅱ 規制の弾力化・人材確保等 

【受入れ強化】 

 １．保育所等への臨時的な受入れの強化の推進 

   待機児童が多く見られる現状を考慮し、国の定める人員配置基準や面積基準を上回る

基準を設定している市区町村においては、待機児童の状況を勘案しながら各自治体の判

断に基づき、国の定める基準を上回る部分を活用して、各保育所等において一人でも多

くの児童を受け入れていただけるよう、取り組んでいただきたい。 

 

２．自治体が独自に支援する保育サービスの支援 

「認可化移行運営費支援事業」（子どものための教育・保育給付費補助金（内閣府予

算））について、交付要綱及び実施要綱を改正することにより、従来からの補助事業に

加え、新たに、認可化移行期限（５年間）を緩和し、認可保育所等への移行計画を作成

した地方単独保育施設（地方自治体における単独保育施策（いわゆる保育室・家庭的保

育事業に類するもの）において児童を保育している施設）への運営費の一部支援（地方

単独補助事業に上乗せして児童１人当たり概ね月5,000円程度の運営費補助となる見込



 

み）を行い、結果として利用者の保育料軽減につなげるとともに、改修費の補助を行う

こととする。 

 

３．認可基準を満たす施設の積極的認可 

平成 27 年４月の子ども・子育て支援新制度の施行に併せ、改正後の児童福祉法にお

いては、保育所等に関する認可の申請があった場合、当該地域で保育需要が充足されて

いない場合には、設置主体を問わず、審査基準に適合している者であれば認可するもの

とされており、都道府県及び市区町村においては、積極的かつ公平・公正な認可制度の

運用に十分留意いただきたい。 

特に、地域内に待機児童がおり、事業者の参入意欲があるにも関わらず、積極的に認

可をしない運用を行っている自治体（例えば、以下のような事例）におかれては、その

運用のあり方について見直しを検討し、意欲ある事業者の積極的な参入が図られるよう

努めていただきたい。 

＜是正を要する事例＞ 

・市区町村の整備計画を上回って保育ニーズが増大しているにも関わらず、既に定め

た計画以上に認可をしない事例 

・認可の条件として法人の実績や職員の経験年数等を必要以上に求め、新規参入を事

実上困難にしている事例 

・既存の保育所への強い配慮や将来の人口減を理由に認可に消極的な事例 

・保育所等を認可する審議会を４月開所に向けた年度単位のみの運用とし、年度途中

の認可が行われない事例 

 

 ４．小規模保育所等の卒園児の円滑移行 

０～２歳児を対象とする小規模保育事業等において、卒園児の３歳以降の入所が円滑

にできるよう、市区町村は、連携施設の設定について積極的な関与等を行うよう努めて

いただきたい。 

また、小規模保育事業等の卒園児が円滑に保育所、幼稚園、認定こども園に入所でき

るよう、市区町村が利用調整を行うに当たって配慮いただくとともに、年度途中であっ

ても利用調整を積極的に行うなど、保護者の希望を可能な限り満たすよう配慮いただき

たい。 

さらに、こうした利用調整や連携施設の設定への努力にも関わらず、卒園児の入所先

が決まらない場合においては、例外的に小規模保育事業等で３歳以降の継続入所を可能

とする仕組みが講じられていることから、当該措置の活用も考慮いただきたい。その際、

３歳未満児の受け入れ枠が確保されるよう、人員配置基準や面積基準を満たす限りにお

いて、定員超過の受け入れも積極的に活用いただきたい。具体的には、小規模保育事業

（Ａ型、Ｂ型）における定員は 19 人以下となっているが、定員弾力化により、22 人ま

での受け入れを可能とする予定である。（「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に

関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成 27 年 3 月 31 日府政共生



 

第 350 号・26 文科初第 1464 号・雇児発 0331 第 9 号 内閣府政策統括官（共生社会政策

担当）・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知。

以下、「留意事項通知」という。）を改正予定。） 

  

５．幼稚園の預かり保育への支援強化等 

幼稚園において、３歳以降を中心とした保育ニーズに積極的に対応いただけるよう、

「幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業」（子どものための教育・保育給付

費補助金（内閣府予算））及び「一時預かり事業（幼稚園型）」（子ども・子育て支援交

付金（内閣府予算））の交付要綱・実施要綱の改正を、内閣府及び文部科学省と連名通

知で行う予定である。 

  

６．定員超過入所の柔軟な実施 

対象自治体の保育所等において、連続する過去の２年度間常に利用定員を超えており、

かつ各年度の年間平均在所率が 120％以上である場合に、３年目以降に公定価格が減額

される取扱いについて、待機児童を巡る現状に鑑み、その期限延長（現時点では「連続

する過去の２年度間」を「連続する過去の５年度間」とする方向で検討）を行う予定で

ある。 

また、この措置は、現在待機児童が必ずしも多くない地域においても、待機児童対策

として効果を有するものであることに鑑み、地域を限定せず行う予定であり、市区町村

においても、施設が柔軟に定員超過の取組が行えるよう配慮願いたい。（留意事項通知

を改正予定。） 

 

【人材確保】 

 ７．土曜日共同保育の実施可能であることの明確化 

保育所等において土曜日の利用が少ない場合について、近隣の保育所等が連携し、１

か所の保育所等で共同保育することにより、保育士等の勤務環境改善等（土曜日の休暇

が取得しやすくなる等）に資するため、このような措置が実施される場合に、公定価格

の減額の必要がないことの明確化を図ることとする。（留意事項通知を改正予定。） 

 

８．保育人材の資質向上・キャリアアップのための研修の推進 

今回の緊急対策で掲げている研修は、保育人材の資質向上や保育所等内におけるキャ

リアアップを促進することを目的としたものであり、保育人材の職場定着のためには重

要であることから、各自治体においては、積極的に研修の実施に努めていただきたい。 

  ＜資質向上やキャリアアップのための研修＞ 

・保育士養成校の学生が現場実習する際の指導者の資質向上を目的とした研修 

・新任保育士が円滑に職場に定着し、就業継続していくことを目的とした研修 

・保護者支援、保護者対応等、保育士にとって負荷の大きい業務について主任保育士

等を対象とした研修 



 

・保育所等の管理者を対象としたマネジメント等の研修 

 

９．保育士の業務負担軽減のためのＩＣＴ化の推進 

平成 27 年度補正予算において、「保育所等における業務効率化推進事業」として、保

育所等におけるＩＣＴ化の推進を図るため、１か所当たり 1,000 千円の補助メニューを

創設している。これは、保育士の厳しい勤務環境の改善に資するため設けたものである

ことから、市区町村においては、この事業を積極的に実施いただきたい。 

 

10．保育補助者雇い上げ支援等の推進 

保育士の業務負担軽減を図るため、平成 27 年度補正予算において、「保育士修学資金

貸付等事業」に新たに保育補助者雇上げ費用の貸付メニューを創設した。これは、保育

補助者の雇上げに必要な人件費（年額 2,953 千円）を保育事業者に貸付を行い、当該補

助者が保育士資格を取得すれば貸付金の返済を免除する仕組みとなっている。 

また、平成 28 年度当初予算では、「保育補助者雇上強化事業」として、短時間勤務の

保育補助者の雇上げのための補助（年額 2,215 千円）も創設した。 

これらの事業は、保育士の厳しい勤務環境の改善に資するため設けたものであること

から、各自治体におかれては、これらの事業を積極的に実施し、保育人材の職場定着、

新たな人材の育成を推進していただきたい。 

 

11．短時間正社員制度の推進等 

保育所等が短時間勤務の保育士を活用する場合は、当該保育士の就業の実態に応じ、

いわゆる正社員と均衡のとれた待遇の確保を図ることに留意するとともに、育児や介護

など様々な事情により時間に制約がある人材を確保・活用していく観点から、多様な働

き方を可能とする短時間正社員制度の活用を推進するなど、短時間勤務の保育士の処遇

改善を進めることが重要である。 

このため、保育士が常勤であることを地方単独措置の条件とする等、短時間勤務の保

育士の活用をしていない自治体におかれては、短時間正社員制度の活用等、短時間勤務

の保育士の処遇の改善と、その活用を推進していただきたい。併せて、妊娠・出産を契

機に離職することが多い保育士の仕事と子育ての両立を支援するため、育児休業取得の

推進についても保育所等に対し働きかけを行っていただきたい。 

 

12．保育士の子どもの優先入所 

保育士の復職支援のため、未就学児のいる保育士等の子どもを優先利用の対象とする

取扱いを積極的に推進いただきたい。その際、市区町村の圏域を超えて就職する保育士

等がいることにも配慮し、都道府県が広域調整の役割を果たすことについて配慮願いた

い。 

平成 27 年度補正予算において、「保育士修学資金貸付等事業」に新たに未就学児のい

る保育士に対する保育料の一部を貸付けするメニューを創設した。この貸付けは、１月



 

当たり 27 千円を貸付け、貸付けを受けた保育士が保育所等に２年以上勤務すれば返済

を免除するものであるが、保育士の子どもの優先入所の取扱いについても配慮いただく

こととしているので、本事業を積極的に実施いただきたい。 

 

13．保育所等における保育士配置の弾力化の円滑かつ着実な実施 

  「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準の一部を改正する省令」（平成 28 年厚生労働省令第 22 号）が本年４月１日

より施行されたことに伴い実施可能となる、保育所等における保育士配置の弾力化措置

について、自治体及び保育所等にあっては積極的な活用を検討いただきたい。また、認

定こども園についても、同様の措置が講じられているので、併せて活用を検討いただき

たい。 

 

Ⅲ 受け皿確保のための施設整備促進 

１．施設整備費支援の拡充 

 ① 資材費等の高騰などを踏まえた借地料への支援の強化 

資材費等の高騰などを踏まえ、保育所等整備交付金の「土地借料加算」について、

工事着工前の土地借料についても補助対象とするとともに、現行の基準額である

21,200 千円から 42,400 千円に引き上げることとするので、積極的に活用いただきた

い。 

また、定期借地権契約により土地を確保する場合については、「定期借地権設定の

ための一時金の加算支援（仮称）」を新たに設定し、必要となる権利金や前払地代な

どの一時金に対して、国税局長が定める路線価の２分の１相当額を補助することとす

るので、積極的に活用いただきたい。 

② 小学校の空き教室等の活用 

小学校の空き教室、公営住宅、公民館、公有地等地域の余裕スペースを活用した保

育所等の整備を促進するため、保育所等整備交付金の「地域の余裕スペース活用促進

加算」について、現行の基準額である標準 3,100 千円から 13,494 千円、都市部 3,400

千円から 14,844 千円に引き上げることとするので、積極的に活用いただきたい。 

③ 公園などの都市施設等を活用した保育所等の設置促進 

「地域の余裕スペース活用促進加算」については、公園などの都市施設を活用した

場合も加算の対象となることを明示することとするので、積極的に活用いただきたい。 

 

２．改修費支援等の拡充 

 ① 地域のインフラ（空き家、空き教室など）を活用した一時預かりの推進など 

地域のインフラ（空き家、空き教室など）を活用して、緊急的に待機児童の一時預

かりを実施するため、保育対策総合支援事業費補助金の「保育環境改善等事業」に、

新たに一時預かり事業を実施するための改修費事業も補助対象とすることとし、１施



 

設当たりの基準額を 32,000 千円とするので、積極的に活用いただきたい。 

② 改修費支援の拡充 

保育対策総合支援事業費補助金で実施している各種改修費等支援事業について、

「保育所等改修費等支援事業（仮称）」に一本化するとともに、現行の基準額を以下

のとおり引き上げることとする。なお、本事業においては、対象経費として賃料も含

まれていることに留意いただき、積極的に活用いただきたい。 

「賃貸物件による保育所改修費等支援事業」 

現行基準額 27,000 千円 → 改正後基準額 32,000 千円 

「小規模保育改修費等支援事業」 

現行基準額 22,000 千円 → 改正後基準額 32,000 千円 

   「幼稚園における長時間預かり保育改修費等支援事業」 

    現行基準額 22,000 千円 → 改正後基準額 32,000 千円 

   「認可化移行改修費等支援事業」 

    現行基準額 32,000 千円 → 改正後基準額   同  額 

      「家庭的保育改修費等支援事業」（保育所の場合） 

    現行基準額 22,000 千円 → 改正後基準額 32,000 千円 

また、各種改修費等支援事業については、新たに事業を実施した場合に補助対象と

しているところであるが、定員拡大を図る場合や老朽化に伴い既存施設の改修が必要

となることから、当該既存施設の改修においても補助対象とするので、積極的に活用

いただきたい。 

 

Ⅳ 既存事業の拡充・強化 

 １．保育コンシェルジュの設置促進（再掲） 

子ども・子育て支援交付金のメニューの１つである「利用者支援事業」を活用するこ

とにより、保育コンシェルジュの設置促進を図るための通知を発出することとする。 

 保育コンシェルジュの事業を実施するに当たっては、 

・4月以降も継続した丁寧な相談を行い、多様なサービスにつなげること 

・申請前段階からの相談支援や、夜間・休日などの時間外相談を実施するなど、利用者

の視点に立った機能強化を推進すること 

・小規模保育事業卒園児の、保育所、幼稚園、認定こども園への円滑な入所等のための

利用調整を推進すること 

に留意いただきたい。 

なお、夜間・休日などの時間外相談については、子ども・子育て支援交付金上の基準

額に、「夜間・休日加算」を新たに追加することとし、現行の基準額に（１か所当たり

年額）1,873 千円加算する予定である。 

「基本型」 



 

現行基準額 7,066 千円 → 改正後基準額 8,939 千円 

「特定型」 

現行基準額 2,722 千円 → 改正後基準額 4,595 千円 

  

２．緊急的な一時預かり事業等の活用 

認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、企業主導型保育事業、地方単独保育施

設等の整備が進み、保育所等への入所が決まるまでの間、待機児童を緊急的に預かるた

め、一時預かり事業（一般型、地域密着型、訪問型）を活用・拡充し、地域の余裕スペ

ースなども活用しながら、定期利用による保育サービスの提供を推進することとする。

補助単価の改善を図ることとするので、待機児童のいる市区町村においては、積極的活

用を検討いただきたい。 

一時預かり事業は、人員配置基準、面積基準が比較的柔軟な形で実施できることから、

現在主な実施場所となっている保育所、認定こども園の他、幼稚園による積極的実施を

働きかけるとともに、積極的に地域の余裕スペースの活用を検討し、本来の一時預かり

事業の利用者（不定期利用の利用者）のニーズにもしっかり対応できるよう、供給拡大

を図ることに配慮いただきたい。 

一時預かり事業（訪問型）は、本来、障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著し

く困難であると認められる場合等に限られた利用が想定されているが、緊急的な待機児

童対策として実施することに鑑み、一時預かり事業（一般型、地域密着型）による供給

で満たしきれないニーズを満たすため、個々の利用ニーズを市区町村が判断し、期間を

区切って実施することとする。 

一時預かり事業を定期利用する場合には、保育料の額が過大となるおそれがあるため、

国の補助単価を改善し、保育料負担に配慮する。 

一般型、地域密着型による一時預かりについては、利用者負担割合について、現在事

業費の概ね２分の１として単価設定しているものを、概ね３分の１として単価設定し直

し、月額の保育料水準が概ね５万円程度にとどまるよう、国の補助単価を現行の３分の

４とする見直しを行う予定である。 

訪問型についても、同様に国の補助単価を現行の３分の４とする見直しを行う予定で

ある。 

 

 ３．広域的保育所等利用事業の促進 

保育対策総合支援事業費補助金で実施している「広域的保育所等利用事業」について、

実施要綱を改正することにより、市区町村の圏域を超えた利用が可能な旨を明記する。

また、子ども送迎センターから公費補助（国庫補助、地方単独補助）を受けている保育

施設や保育の必要性の認定を受けた子どもを受け入れる幼稚園への送迎、１か所の認可

保育所等への送迎も補助対象とするなどの要件緩和を図ることとする。 

 

 ４．地域の中での円滑な整備促進 



 

保育対策総合支援事業費補助金で実施している「民有地マッチング事業」を拡充し、

保育所等の設置や増設に向けた地域住民との調整や、地域活動への参加など、保育所等

の設置、運営の円滑化を推進するため、市区町村又は保育所等にコーディネーターを配

置することを新たに支援する予定である。これにかかる実施要綱等については、別途示

すこととしているので、市区町村におかれては留意いただくとともに、積極的に取り組

んでいただきたい。 

 

Ⅴ 企業主導型保育事業の積極的展開 

 １．企業主導型保育事業の積極的展開 

   平成 28 年４月に改正した子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）において、

この４月から新たに創設された企業主導型保育事業（事業所内保育を主軸とした新規の

保育事業）について、 

・多様な就労形態に対応した保育サービスの拡大を支援するための仕組みであること 

・市区町村による計画的整備とは別枠で整備可能であり、設置の際や利用の際に市区町

村の関与を必要としないこと 

・地域枠も自由に設定できること 

・認可の小規模保育事業等に準じる運営費や施設整備費の支援が行われること 

などの特色やメリット等を企業等により理解いただき、積極的な展開を図るため、各自

治体に所在する企業や地域の経済団体、大学等へ積極的に周知・働きかけを行っていた

だきたい。 

なお、企業主導型保育事業に係る詳細等については、通知等によりあらためてお示し

する。 

 

 ２．マッチング機能の強化 

企業主導型保育事業における企業間及び企業と保育事業者間のマッチング機能を強

化するためのコーディネーターを配置することとしているので、各自治体におかれては、

必要に応じ協力願いたい。 

 

 ３．あわせて事業所内保育所の空き定員も有効活用 

上記１及び２の取組と併せて、既存の事業所内保育所の空き定員を活用し、積極的展

開を図るため、各自治体に所在する企業や地域の経済団体、大学等へ積極的に周知・働

きかけを行っていただきたい。 

 

 ４．企業主導型保育事業のための保育人材確保 

企業主導型保育事業において必要となる保育人材について、当該事業の中でも子育て

支援員研修などを実施していく予定であるので、各自治体におかれては、研修を修了し

た子育て支援員の登録等、連携協力を願いたい。 

 



 

Ⅵ その他の取組 

 １．保育所入所不承諾通知書の名称・様式の改定 

「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等

の施行について」（平成９年児発第 596 号厚生省児童家庭局長通知）において示してい

る「保育所入所不承諾通知書」については、保育サービスを希望する保護者の個別ニー

ズや状況にあった利用調整の一環として行うものであることを踏まえ、その名称や様式

を速やかに改定する予定である。各市区町村においても、通知書送付の際に併せて様々

な措置や支援について情報提供するとともに、引き続き利用者支援事業などを通じたき

め細かな支援に努めていただきたい。 

 

 


